西暦　　年　　月　　日

課外活動団体　「継続認定」申請書


東京海洋大学長　殿

団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
部長（顧問教員）氏名　　　　　　   　（所属：　　　    　　部門）　　　　　　　　　　　　　　　
主将（学生代表）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（　　　　　　）学科・（　　）年次・学籍番号（　　　　　　　　）


東京海洋大学 課外活動団体に関する取扱い第6の規定に基づき、下記のとおり課外活動団体として継続したいので申請します。

記

１．目的及び活動内容






２．構成員　　　名　　別紙「部員名簿」のとおり


３．学外の連盟への加入　（加入している　　・　加入していない）

　　　　　　　　　　連盟等の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


４．前年度の活動結果　別紙「１年間の活動報告書」のとおり

〇本申請書を含めた2026年度「課外活動」提出関連書類は、３月末日までに部長（顧問教員）から電子媒体で、課外活動連絡用アドレス（gakusei@m.kaiyodai.ac.jp）へ提出してください。


部長（顧問教員）と学生リーダーの役割　今回改正の趣旨（学生支援委員会（R8.2.16）
「東京海洋大学 課外活動団体に関する取扱い（第2条の四）」に、「顧問教員は担当するサークルに対し【指導助言を行うこと】」に従い、顧問教員と学生代表の役割を下記とする。
【顧問教員（部長）】
（1） 顧問教員は、各サークルの代表者として、「部長」となり、サークル活動を統括する。

（2） 部長（顧問教員）は、学生リーダー（主将・主務・会計）と連絡を適宜取り合い、サークル活動が学生の主体性に基づきながらも、安全に活性化することを支援する。

（３）部長は、学生代表から毎月中旬に提出される、①前月の活動報告書、②翌月の活動計画表を確認し、毎月15日までに、課外活動担当事務局に提出する。その際、両書類を確認し、安全および危機管理上において、改善・見直しすべき個所は、学生代表に修正再提出の指導を行い、再確認後に課外活動連絡用アドレス（gakusei@m.kaiyodai.ac.jp）に提出する。　

（4） 部長は、3月末・4月末および適宜提出される書類を最終確認してから、課外活動連絡用アドレス（gakusei@m.kaiyodai.ac.jp）に提出する。

〇　3月末および4月末に提出する書類
3月末提出書類
4月末提出書類
1 課外活動団体 継続認定申請書
2 部室使用申請書
3 部員名簿（新2～4年生）
4 １年間の活動計画書
5 会則（様式任意）
6 安全対策マニュアル（様式任意）
7 スポーツ安全保険加入証明書
（新2～4年生）
1 １年間の活動報告書
2 前年度「収支決算書」
3 今年度「収支予算書」
4 部員名簿（新1年生追加版）
5 スポーツ安全保険加入証明書
（新1年生）
6 薬品取扱い届出書（該当団体）

（５）部長は、4月末に、各課外活動団体の会計から提出される「前年度の決算報告書」と「領収書」の監査後に、両書類を課外活動連絡用アドレス（gakusei@m.kaiyodai.ac.jp）に提出する。　　　　　　　
（６）部長は、新年度前の前年度３月末を含め適宜に、学生リーダー（主将・主務・会計）と面談し、情報交換を行う。
（７）部長は、年間通して、可能な範囲で部員の活動を現場で見学し、部員と情報交換を行う。

【学生リーダー】
各サークルの学生リーダー（主将・主務・会計）は、各サークルの事業が安全に活性化するために、部長（顧問教員）と適宜連絡をとり、活動状況（計画・報告）を伝えながら、活動を運営する。


